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はじめに

部 門 取組み内容 対応人員

運輸部門
夢洲駅の開業と中央線延伸を完遂し、来場者の８割以上を安全・確実・
円滑に輸送する使命を果たしました。

3,048人

技術部門
全駅への可動式ホーム柵設置やAI見守りシステムなどの先端技術を導入し、
国内外の来場者に「最高の安全・安心」を提供しました 。

1,403人

次世代モビリティ部門
EVバス約150台による会場内・外周バス『e Mover』の運行を担い、次世代
モビリティを活用した環境に配慮した輸送を実現しました。

201人

本社部門
中央線への保安員添乗などに全社一丸で協力し、期間中の安全運行に
貢献しました。

830人

【万博輸送への貢献（全社一丸となった取組み）】

【労働生産性向上の取組み（総労働時間削減実績）】

2024年度
【Ａ】

2025年度見込
【Ｂ】

削減時間
【Ｂ－Ａ】

本社 1,711,758時間 1,626,587時間 ▲85,171時間

事業所 8,144,187時間 7,617,177時間 ▲527,010時間

計 9,855,945時間 9,243,764時間 ▲612,181時間

１人１月労働時間 170.1時間 161.2時間 ▲8.9時間
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2025年度は、大阪・関西万博の成功に向け、全社員が一丸となってそれぞれの役割を果たすべく
取り組んだ１年でした。鉄道・バスの輸送においては、交通事業本部を中心に、来場されたお客さまの
80％以上を安全、安心、確実にお運びし、万博への機運の醸成のため、単なる輸送ではない施策にも
取り組み、当社の信用およびブランド価値の向上に大きく寄与しました。
また、中央線運行においては、交通事業本部の社員に加え、他本部の社員も多く参加し、全社一丸
となって万博期間中の安全運行、万博の成功に向けて取り組みました。
こうした状況のなか、当社では、万博期間中の労働時間増加に伴い、社員の超過勤務が例年以上に
増えることが想定されたため、事前の計画段階から生産性向上の重要性を訴え、各部門に対して
業務の効率化・省力化を提言しました。
その結果、万博繁忙での業務量増があったものの、前年度から約▲610,000時間を超える業務
効率化を達成する見込みです。
また、今年度は職場環境の改善、社員の活き活きとした職場づくりを目的として、全現場に対する
ヒアリング（職場訪問）を実施しました。不平・不満を含め、現場の率直な声を直接聞くことで、
人事部門としての取り組みの妥当性や今後の進むべき方向性を再確認する貴重な機会となりました。
あわせて、心理的安全性の高い組織を構築し、ハラスメントを未然に防ぐ土壌を醸成するための
取り組みも強化しました。
一方で、当社の根源的な課題である「健全な危機意識の醸成」については、2025年度も取り組みを
行っていますが、未だ課題は残っており、万博を終えた今、民営化10年の節目に向かっていく企業
として、今後も意識改革に取り組んでいく必要があり、活動を総括したうえで、現状と今後の方向性
について整理していきます。



当社は、2025年に成功裏に閉幕した大阪・関西万博の成功に最大限の貢献を果たしました。万博が掲げた
「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現に向けて、安全・確実かつ快適なアクセスを提供し、万博を支える
「交通インフラの要」として、社員一丸となり、その責務を全力で全うしました。

１ 万博の「玄関口」としてのインフラ確立

万博会期中の膨大な来場者の円滑な輸送を実現するため、以下の取り組みを推進しました。

・夢洲駅の開業と中央線延伸の完遂
万博のゲートウェイとなる中央線延伸と夢洲駅の新設を完遂し、会期中の主要な輸送ルートを確立しました。
夢洲駅については、国内外からお越しになったすべてのお客さまを安全・確実にお迎えする「万博の玄関口」として
機能させ、輸送の成功に大きく貢献しました。

・輸送力強化と未来志向の交通インフラ構築
会期中の輸送需要に対応するため、既存路線の輸送力強化を図るとともに、お客さまへの「最高の安全・安心」
を最優先し、全駅への可動式ホーム柵の設置をはじめとする未来志向の交通インフラを大阪市全域で構築する
ことを加速させました。

２ 都市型MaaS構想「e METRO」による移動体験の変革

万博開催は、当社の都市型MaaS構想「e METRO」を交通サービス変革の象徴として進化させつづけるため
の最大の契機となりました。デジタル技術や次世代モビリティを駆使し、万博会場へのアクセスにおいて革新的な
移動体験を創出しました。

・シームレスな移動サービスの提供
「e METRO」アプリを通じて万博入場チケットの販売を
行うなど、万博へのスムーズな移動をサポートする様々
なサービスを統合的に提供しました。

・次世代モビリティへの貢献
万博会場内の移動手段として、EVバス約150台による
会場内・外周バス「e Mover」の運行を担い、
次世代モビリティを活用した環境に配慮した輸送を実現
しました。

1 大阪・関西万博への貢献

３ 夢洲エリアとの連携

上記の取り組みは、万博会期中のみにとどまらず、その後の
夢洲エリアの開発と密接に連携させ、相互に価値を高め合い
ながら発展させつづけることを目的としました。
今後、中央線沿線の夢洲と森之宮での大規模開発に着手し、
これまでの南北軸を中心とした展開に加えて、東西軸の発展
を強化し、今後、大阪のまちの面的な発展を支えます。

大阪・関西万博の成功と都市型MaaS構想の推進により、飛躍的に大阪の発展に寄与
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２ 当社の企業理念

当社は一世紀を超える歴史を持つ市営交通事業が母体であり、これまで大阪のまちづくりとともに歩み、交通における
最高の安全・安心を追求しつづけるとともに、「ひとにやさしい交通機関」の精神のもと、誠実に、真摯に仕事に
取り組んできました。

当社では企業理念に掲げる考え方をもとに、日々社員が業務に取り組んでいます。これからもこの理念を共有し、
全社員が同じベクトルを向いて、挑戦しつづけていくことで、交通を核にした生活まちづくり企業へ変革していきます。
そして、大阪を起点に関西が魅力あふれるまちになるよう演出し、お客さま、地域の方々をはじめ、つながりあう皆さま
とともに、大阪から元気を創りつづけます。

行動指針はグループに関わる社員全ての日々の判断や行動の「 羅針盤（よりどころ）」 として活用することにより、
グループ共通の価値観の形成を図りたいという想いで作成したものです。
Osaka Metro Groupが、お客さまに選ばれつづける企業へと成長していくための共通の価値観、判断基準として、
全社員が日々意識し、実践していきます。

当社が社会において果たすべき役割、存在意義を明確化し、「どのような姿を目指すのか」、

「どのような未来を実現したいのか」、企業が大切にする価値観を社内外に伝えるため、「企業理念」

および「行動指針」を策定しています。

企業理念・行動指針
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３ 当社の経営戦略の基本

巨大な大阪の経済圏を支える交通のアーバンネットワークのポテンシャルを十分に活かすため、「既存交通の改善・進化」を

通じた最新技術によるストレスフリーな移動の実現を進めています。これを出発点として、自由自在な移動のパーソナル化、

フィジカル空間での生活・都市機能の整備、サイバー空間での生活を豊かにするサービスの供給を進め、「交通事業を基点

としたサービスの多層構造」を構築し、事業規模拡大を推進しています。

また、各層間での相乗効果発揮の根幹となる視点として、「最高の安全・安心の追求」、「先端技術の導入による交通サービスの進化」、

「快適で便利な移動、生活空間の提供」、「109駅のサービス拠点化」を事業推進の重点テーマとして設定し、戦略的に事業拡大を

進めます。これらの取組みにより、第１層の拡充が第２層以上を発展させ、また、第２層以上の発展が第１層をさらに進化

させる相乗効果を創出していきます。

現在の当社は、交通以外の事業規模が極めて小さく、自力だけで事業を拡大していくには限界がある

一方、巨大な大阪の経済圏を支える交通のアーバンネットワークを活用した事業展開には大きな可能

性があり、そのポテンシャルを十分に活かすために交通事業との関連性を軸とした事業拡大を目指します。

事業戦略の拡大

事業発展の基本は
「ヒト」であることを踏まえ、

「ヒト」の成長を
「組織」の成長へと
つなげる

持続的な成長

経営基盤を強化する

事業活動を量・質
ともに格段に進化させ

各階層において
事業を拡大

109駅のサービス拠点化
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４ 人的資本経営の基本的な考え方

人的資本経営とは、企業価値を持続的に高めるために、社員一人ひとりの能力と組織全体の力を

計画的に向上させる経営活動です。それは単なる研修の実施や知識の付与ではなく、事業戦略を

実現できる人材と組織の状態をつくり、未来へつなげる投資に他なりません。

人材獲得競争が激化するなか、採用だけでは必要な人材を安定的に確保できない昨今において、

人材育成こそが戦略と現場の実行力をつなぐ重要な手段であり、人への「投資」です。

経営戦略を人材要件に落とし込み、必要なスキル・行動・マインドを定義し、目指すべき人材

ポートフォリオとのギャップを計画的に埋めていくこと、これが人材育成の本質だと考えています。

これらの考え方を基に、人的資本への投資（採用・育成・評価・配置・報酬・健康・エンゲージメント）

が中長期の企業価値（成長性・収益性・イノベーション・レジリエンス）に直結するとの前提に立ち、

人的資本施策を実行するとともに、変革創出のため、心理的安全性を醸成し、能動的な働き方を

促進することで、「ヒト」と「組織」の成長を加速させます。

人材育成こそが
人的資本経営
を支える根幹

「人材育成」＝「人的資本経営」の取組みと７つの結束点（体系図）

① 定義する

ジョブ・ディスクリプションの

高度化で「役割・成果」を明確化

⑦ 文化にする

「当事者意識」と学びつづける

「姿勢」で意識改革につなげる

⑥ 未来を創る

経営人材を計画的に育成

研修体系は行動変容まで設計

⑤ 支える

生産性向上は「育成の成果指標」

健康経営は能力発揮の前提条件

透明な評価・昇格で望ましい

行動を増幅させる

③ 現場で回す

現場把握で

育成テーマを定義

② 揃える

ガバナンスで評価・配置・

研修・登用の一貫性を担保

④ 強化する

当社は、人材育成を下記７つの結節点で体系化し、制度・仕組み・文化の三位一体で推進します。

「ヒト」と「組織」の成長戦略
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４ 人的資本経営の基本的な考え方

「人材育成」＝「人的資本への投資」の取組みと７つの結束点（詳細）

項 目 内 容

① 定義する

・育成の出発点は「役割と成果の明確化」 (ＪＤの高度化)
人材育成の出発点は、各役割で「何を成果と定義し、何ができる状態を“成長”と呼ぶのか」を

明確にすることです。

ジョブ・ディスクリプション (ＪＤ) を高度化し、達成目標期待成果・必要能力を言語化することで、

育成は属人的な「頑張り」から、再現性のある「設計」へと移行します。

また、目標が明確であるほど、OJT・研修配置の意図が揃い、本人も上司も納得感をもって成長

に取り組むことができることから、結果として、育成の速度と質を同時に向上させることができます。

② 揃える

・育成を回すのは「仕組みと一貫性」 (ガバナンス強化)
育成は理念だけでは回りません。人材への投資が組織全体で一貫して実行されるためには、
方針、権限、責任、意思決定プロセスを明確にし、運用を継続的に点検するガバナンスが
不可欠です。
ガバナンスの強化により、育成が「部署の熱量任せ」、「上司の経験任せ」にならず、評価・配置・
研修・登用の整合を取ることができます。
さらに不公平感や恣意性の疑念を抑え、挑戦と成長を促す土台となります。

③ 現場で回す

・現場起点で育成テーマを定義する (全職場訪問・傾聴)
現場を訪れ、意見を交換することは、単なるコミュニケーション施策ではありません。
第一に、現場の課題と実態を把握することで、育成テーマ (必要なスキル、改善すべき仕事の
進め方) を現実に即して定義できます。
第二に、現場の実態を知ることでコミュニケーションを加速し、心理的安全性を高め、学びと改善
の文化を醸成されます。
この往復が、育成施策を机上の空論にせず、現場の納得感と行動に結びつけることにつながり
ます。

④ 強化する

・人を動かすレバーは「透明な評価・昇格」
人は「何が報われるか」によって行動を選びます。評価・昇格の基準、プロセス、求める行動特性を
明確化し、透明性を担保することは、育成を強力に推進するレバーとなります。
透明性が高い制度は、挑戦する人を増やし、納得感を生み、離職リスクを抑えます。
あわせて、フィードバックの質が上がり、本人が“次に伸ばすべき点”を具体的に掴めるため、育成の
精度が高まります。

「ヒト」と「組織」の成長戦略
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４ 人的資本経営の基本的な考え方

項 目 内 容

⑤ 支える

・生産性向上を「育成の成果指標」と「育成の教材」にする
生産性の向上は、育成の「成果指標」であると同時に、育成の「教材」でもあります。
業務プロセスの見直し、標準化、デジタル活用、ムダの排除は、論理的思考、改善力、
データ活用、部門間連携といった能力を実務で鍛える機会になります。
また、生産性が上がるほど、「学ぶ時間」、「考える時間」が生まれ、育成の好循環につながります。
育成と生産性は相互に補強し合う関係にあります。

・健康経営は「能力発揮と学習の前提条件」
健康は、能力発揮の前提条件です。
心身のコンディションが整ってこそ、学習・集中・対人関係・判断力が安定し、育成施策の効果
が最大化されます。
健康経営は福利厚生にとどまらず、欠勤・休職の抑制、生産性の向上、職場の安全性向上にも
直結し、結果として人材投資のリターンを底上げします。
持続的な成長を支える「経営基盤としての育成施策」です。

⑥ 未来を創る

・経営人材は「計画的に、実戦で育てる」（経営人材育成)
経営人材は、専門性の延長線上だけでは育ちません。視座（全体最適）、
志（社会・顧客への価値）、意思決定（リスクを取る力）、人を動かす力（対話・統合）が
求められます。
そのため、計画的なアセスメント、重要ポストでの経験、メンターやコーチング、経営課題に直結
したプロジェクトへのアサインなど、実戦を軸に育成する必要があります。
将来の経営を担う人材の層を厚くすることは、組織の持続性そのものを高める投資となります。

・研修体系は「ＪＤ・評価と接続して行動変容まで設計する」
研修は、知識の付与ではなく 「職務での行動変容」につながって初めて価値を持ちます。
よって、階層別・テーマ別の研修体系を整備し、ＪＤや評価基準と接続した設計とすることが
重要です。また、研修単体で完結させず、事前課題・上司とのすり合わせ、現場実践、
振り返りを一体化することで、学びが定着し組織能力として積み上がります。

⑦ 文化にする

・最後は「意識改革=日々の行動の定着」
制度と仕組みが整っても、最後に成果を分けるのは「当事者意識」と学びつづける「姿勢」です。
意識改革とは精神論ではなく、価値観と行動様式を具体化し、日々のマネジメントで定着させる
取り組みです。
期待する行動を言語化し、称賛・評価・登用と結びつけ、対話を重ねることで、挑戦を是とし、
失敗から学ぶ文化が根付く。これが、育成を継続的に機能させる組織風土改革につながります。

「ヒト」と「組織」の成長戦略
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４ 人的資本経営の基本的な考え方

経営戦略

人事 

全体戦略

「
ヒ
ト
」
の
成
長
か
ら
「
組
織
」
の
成
長
へ

③ 採用活動の強化

（必要な専門人材の確保）

今後の事業展開に必要となる専門人材の採用

① 人材育成戦略の推進

（「ヒト」と「組織」の成長戦略を推進する）
「事業家精神」を根付かせ「経営視点を持つ人材」を育成

② Well-beingの醸成

（職場環境整備、労働生産性向上、健康経営推進など）
社員が活き活きと前向きに働ける職場環境を整える

戦略が連動

人
的
資
本
施
策

④ 人事制度改革の推進

（人事等級制度、評価制度、報酬制度などを刷新）

健全な危機意識を醸成し、公正・公平な人事制度への変革

②
Well-beingの醸成

④
人事制度改革の推進

③
採用活動の強化

①
人材育成戦略の推進

・ジョブ・ディスクリプション（ＪＤ）の高度化 事業計画の網羅に向けて人事部でミッション作成、KGI、KPI設定

・ＪＤによるガバナンス強化 本部長が全責任で執行管理を行う体制に見直し

・経営幹部の育成 役員研修、次期経営層選抜型プログラム、経営視点醸成に向けた対話会の実施

・階層別研修の見直し 新採研修：現場視点の強化に向けて、総合職の現場研修期間を延長

若手社員研修：経営視点醸成に向けたテーマを年次ごと（２～５年目）に設定

新規研修：アサーション、マインドフルネス、レジリエンス研修の実施

・企業理念・行動指針・行動規範の浸透 啓発文を社内ポータルに毎月掲載

・職場訪問による社員との対話 現場ニーズの把握と心理的安全性の土台形成に向けて全80か所訪問

・労働生産性向上 目標▲347,000時間削減に対し、▲610,000時間以上の削減達成見込み

・健康経営推進 インフルエンザ予防接種の対象者拡大＋自己負担ゼロ

長時間労働者に対する人事部面談実施、毎週水曜日をノー残業デーに設定

・雇用慣行リスクへの取組み コミュニケーションスキル研修、コーチングスキル研修の実施

・人事評価制度の見直し 部門の特性に応じたプロ職加点行動評価への見直し

客観的立場で評価に関する相談を行う「人事部問い合わせ窓口」の新設

・昇格試験の見直し 具体的な点数開示などによる受験者への透明性、納得感の向上

・キャリアチャレンジ制度（公募・FA）の見直し 社内公募の通年化、課長級まで対象拡大、キャリア面談との連動

・採用活動強化 選考の早期化・選考の拡大、内定通知の早期化、プロ職（技術）の指定校の拡大（17校⇒30校）

オープンカンパニー回数増（３回⇒9回）、専門学校、高専への学校訪問拡大

・初任給引き上げ （例）大卒：247,900円⇒270,000円（＋8.9％UP）

・母集団形成強化（経験者採用） エージェント向け説明会開催、ダイレクトリクルーティング併用

経営基盤の強化につながる人的資本施策

５ 2025年度の主な取り組み

「ヒト」と「組織」の成長戦略
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企業理念の浸透に向けた取り組みについては、社員への一方的な発信にとどまり、各職場の特性に応じた具体的
な行動変容や「自律的な挑戦」の醸成という、真のWell-beingの体現には至っていません。
ハラスメント対策については、相談窓口の設置や啓発活動を行ったものの、依然として上司と部下とのコミュニケー
ション不足に起因する事案が発生しており、誰もが安心して能力を発揮できる職場環境の構築が必要です。
健康経営においては、指標改善に向けた取り組みにより、特定保健指導の参加率やインフルエンザ接種率、
がん検診受診率などで改善が見られましたが、メタボリックシンドローム該当者率など、数値目標未達のものもあり、
社員一人ひとりが心身ともに健康に働けるよう継続した対策が必要です。

人材育成の出発点である「役割と成果の明確化」に向けて、ジョブ・ディスクリプション（ＪＤ）の高度化により、
各ミッションの見える化を進め、次期経営人材の輩出に向けた選抜型プログラムの実施など、育成の土台は
整いつつあります。しかし、全社的な育成方針や体系の明文化、効果測定の手法の確立には至っていません。
個々に実施している研修についても経営課題の論理的分析に基づいた設計がまだ不十分あり、基礎知識の習得
にとどまる傾向にあります。
今後は若手層への経営視点の醸成や、次世代経営人材プールの厚みを増すための戦略的なサクセッションプラン
など、全社員が成長できる育成体制の構築が不可欠です。

６ 2025年度の振り返り

2025年度の取り組みを振り返り、真の人的資本経営を実現するためには、個々の施策を点在化させず、

今後はその点を線でつなぐことが必要だと考えています。浮き彫りとなっている課題（企業理念の浸透

不足、行動変容の乖離、心理的安全性を基盤とした組織風土の更なる醸成、中長期視点での人材

確保、納得感、公正・公平感のある人事制度など）を真摯に受け止め、今後は制度と実態を高度に

融合させ、社員一人ひとりの自律的な挑戦が企業の持続的成長を牽引する状態を目指します。

① 人材育成戦略の推進

② Well-beingの醸成

採用市場の競争激化に対し、選考の早期化や待遇改善で必要人員については確保したものの、今後は中長期
の事業戦略に基づいた人材獲得につなげる必要があります。
特にニーズの高い技術職の採用においては、自社独自の魅力発信や母集団形成の仕組みづくりに課題が残されて
います。
今後も、計画的に必要人員を確保するため、更なる採用手法の多様化やブランディング強化に向けた採用戦略の
再構築が必要です。

③ 採用活動の強化

ＪＤの評価指標として、KGI（最終目標）・KPI（KGI達成に向けたプロセス指標）を設定し、目標・成果を明
確化しましたが、事業の遅延・未達に対するリカバリー策の実効性など、進捗管理の質に課題を残しました。
また、人事評価制度においては、依然として評価者の甘辛（バラつき）や育成に向けたフィードバック不足も見ら
れ、社員からの評価結果に対する不満もあったことから、今後、社員の納得性、公正・公平性をどう担保していくかが
課題となっています。
人事制度を単なる管理ツールとせず、評価・育成・配置・採用を密接に連動させ、社員の納得感を高めながら、
挑戦を促し、会社の持続的発展を支える人材の育成に向けた各種施策の推進が必要です。

④ 人事制度改革の推進
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７ 2026年度の取組み方針

当社は、人材育成を戦略と現場の実行力をつなぐ「あらゆる取り組みの結節点」と位置づけます。企業価値を

安定して伸ばしつづけるために、人の能力と組織の力を計画的に高め、事業戦略を実現できる人と組織の状態を

つくり、将来へつなげるための「投資」として、以下の方針で人的資本経営を推進します。

すでに着手・実施している施策のほか、現在検討段階の施策も含め、当社が考える人的資本施策の重要テーマを記載しています。
次ページ以降では、現在着手・実施予定の施策を中心に、当社の人的資本への取り組みを紹介します。

人
材
育
成

戦
略
の
推
進

① ＪＤ（ジョブ・ディスクリプション）の高度化と全人事施策の連動
育成の出発点を「役割と成果の明確化」と定義し、ＪＤを評価・育成・配置・採用の共通基準とすることで、育成を
個人の頑張り任せにせず、再現性のある「設計」へと移行させます。

経営人材の計画的・実戦的育成
専門性の延長ではなく、重要ポストでの経験付与や経営課題プロジェクトへのアサインなど、実戦を軸に「リスクを取る
意思決定力」や「人を動かす力」を養います。

研修プログラムの再設計
画一的な階層別研修は廃止し、新たな育成体系として次世代リーダー育成に向けた抜擢研修、チャレンジ精神と自
律的な学びを支援する手上げ式研修をメインとし、全社員共通の基礎知識に関する研修は要点・ポイントを絞り、
引き続き実施します。

「Osaka Metroビジネスカレッジ」での外部連携
2026年３月竣工の新施設を拠点に、外部有識者や他業種のリーダーとの接点を創出。内向きな視点を廃し、
社会課題の解決につなげる「開かれた経営視点」を醸成します。

W
e
ll-b

e
in
g

の
醸
成

②

採
用
活
動
の

強
化

③

人
事
制
度

改
革
の
推
進

現場感覚の醸成
全職場訪問を継続することで、現場の声を肌で感じ、心理的安全性を高めることで、学びと改善が自発的に起こる
文化を促進します。

「変革」を合言葉にした行動の促進
企業理念や行動指針を再徹底し、「働く意味・目的」を継続的に発信することで、社員が活き活きと前向きに挑戦
できる風土を定着させます。

「挑戦の文化」の定着
期待する行動を称賛や登用と結びつけ、対話を重ねることで、現状維持を良しとせず、変化しつづける組織風土を
日々のマネジメントに定着させます。

能力発揮の前提条件としての健康経営
健康を「育成以前の土台」と捉え、心身のコンディションを整えることで学習・判断力を安定させ、人材投資のリターン
を底上げします。

要員計画に基づく戦略的採用
将来を見据えた人員計画と事業成長予測の整合を再点検し、採用・配置転換だけでなく、育成による「内製化」で
必要な人材を確保します。

採用手法の多様化と獲得力の強化
グループ採用、テーマ別通年採用、リファラル採用を促進し、経験者採用（ジョブ型雇用）の拡大により人材獲得力
を高めます。

採用ブランディングと選考の高度化
自社分析に基づくコンセプト決定や1Day選考などの導入により、質の高い候補者を確保します。

社員の定着度向上
成長実感、キャリアの見通し、上司の育成力向上により定着を高め、結果として採用依存度を下げ、採用コストを
抑えます。

生産性向上による「未来のための時間」創出
業務の標準化やデジタル活用を推進し、削減した時間をコスト削減だけに留めず、「学ぶ時間」「考える時間」に充て
ることで、育成の好循環生み出し、学ぶ文化を醸成します。

透明な評価・昇格による行動の増幅
「何が報われるか」という基準とプロセス、求める行動特性を明確化し、透明性を担保することで、納得感と挑戦を生
み出し、次に伸ばすべき点を具体的に掴める状態をつくります。

④

2026年度の重点テーマ
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８ 人材育成戦略の推進 人材育成の三つの軸

・研修・学習を通じた成長（縦軸）
自学自得を促す自己啓発支援制度のほか、新任管理職など、特定の役職で求められる役割（マインドセット）
の理解や、共通スキルの習得を目的とした階層別研修（選抜研修）、個々の強み・弱みを補完し、階層を
問わず特定のスキルや知識を習得したい人が自発的に参加するテーマ別研修（選択研修）、次世代リーダー、
経営人材の早期育成を目的とした抜擢研修などに取り組み、社員の成長を促します。

・コミュニケーションの活性化・心理的安全性の醸成（横軸）
上司部下間のコミュニケーションを活性化させ、内省の質を向上させることで、社員の成長を促します。そのために、
ハラスメントがない職場と社員一人ひとりの心身が健康な状態を維持することで、心理的安全性を醸成し、信頼
関係を育み、社員の成長につなげます。

「ヒト」が成長してこそ「組織」の成長につながるとの考えのもとに、人材育成戦略に三つの軸

（縦軸×横軸×斜め軸）を設定し、社員が上司とともに自律的に自身をアップデートし、価値を創造しつづける

「学習する組織」への変革を目指します。

人材育成の三つの軸

これまでの課題

課題に向けた取組み

当社ではこれまで、各部門において個別に研修プログラムを実施していますが、全社的な育成方針や階層別の体系
化が十分ではなく、基礎知識の習得にとどまっているという課題がありました。
研修は、知識の付与ではなく 「職務での行動変容」につながって初めて価値を持ちます。
個人の能力最大化と組織力の強化を計画的に連動させるプロセスであり、「人的資本経営」の核心だと考えています。
そのためには、経営戦略の実現に直結する「必要なスキル・行動・マインド」を再定義することが不可欠です。

研修・学習を
通じた成長

コミュニケーション活性化
心理的安全性の醸成
自律的なキャリアプランの推進

階層別研修
テーマ別研修
抜擢研修

基礎研修 自己啓発支援

取締役

執行役員

理事

部長級

課長級

係長級

係員

人材育成（＝人的資本経営）全体図

・評価、ガバナンス、労働生産性向上、意識改革などを通じた指導・育成（斜め軸）
評価、ガバナンス、生産性向上、意識改革など、すべての目的は「人材育成」です。これらを活用し、計画的な
成長につなげます。

①定義する
ＪＤなどによる「役割・成果」の明確化

②揃える
ガバナンスで評価、配置、研修、登用の
一貫性を担保

③現場で回す
現場把握で育成テーマを定義

④強化する
透明な評価・昇格で望ましい
行動を増幅

⑤支える
生産性向上は「育成の成果指標」
健康経営は能力発揮の前提条件

⑥未来を創る
経営人材を計画的に育成
研修体系は行動変容まで設計

⑦文化にする
「当事者意識」と学びつづける姿勢
で意識改革につなげる

１on１ミーティング

キャリア面談対話会
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８ 人材育成戦略の推進 「役職に応じた求める人材像」

役割に応じた求める人物像

① ビジネスリーダー（挑戦・変革・リーダーシップ）

内 容

定義 挑戦を起点に変革テーマを構想し、部門横断で推進して成長と価値創出を牽引する経営人材

人物像 自ら動き、周囲を巻き込み、変革をやり切るリーダー

育成施策
抜擢型能力開発（人材アセスメント/課題解決・実践学習）

手上げ式研修/異業種交流・社内公募/FA・サクセッションプランなどをOsaka Metroビジネスカレッジ

を拠点に一体運用

② マネジメントリーダー（組織目標達成・人材育成・労務管理）

内 容

定義
組織目標の達成に責任を持ち、目標管理・評価・育成・配置を通じて組織力を高め、労務管理・

安全配慮義務といった法令順守を徹底し、職場運営を担う管理職人材

人物像 成果と人材育成を両立し、公正・公平な対話でチームを動かせるマネージャー

育成施策
1on1の定着に加え、評価者研修・労務管理・コンプライアンス研修・リーダー評価を将来的には

昇格要件に連動

③ 事業運営の基盤人材（若手～ベテラン／経営幹部を支える人材）

内 容

定義
担当実務を確実に担い、経営の意図を部門成果に落とし込み、関係者と連携して改善・高度化を

進めることで、幹部・管理職の意思決定と実行を支える人材

人物像
正確さとスピードでやり切り、コスト・品質・リスク・お客さま価値の観点で学び、改善提案に

つなげられる人材

育成施策
基礎教育は要点に絞って再設計し、手上げ式研修・自己啓発・グループ合同研修で

「学習する組織」化を推進
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研修体系

【2026年度～2028年度の研修体系】

８ 人材育成戦略の推進

2022 2023 2024 2025（KPI）

従業員当たりの研修受講時間 12.0時間 10.4時間 14.3時間 16.0時間

当社は、持続的な成長と価値創造を牽引するため、役割に応じた３つの人材育成に注力していきます。
変革を主導する「ビジネスリーダー」、組織力と人材育成を最大化させる「マネジメントリーダー」、関係先を巻き込み、
改善・高度化を推進する「事業運営の基盤人材」です。
各ステージで求められる専門性とマインドを体系化し、抜擢型研修や階層別・テーマ別研修を通じて、全社員が
自律的に学び、挑戦しつづける「学習する組織」を構築します。

研修体系

階層別研修
② マネジメントリーダー

テーマ別研修・抜擢研修
①ビジネスリーダー
②マネジメントリーダー

共通基礎研修
③ 基盤人材

取締役 取締役・執行役員
トレーニング

【テーマ別研修】

・ビジネス基礎研修

ロジカルシンキング、問題解決

・リーダーシップ研修

目標設定

コーチング／フィードバック

チームビルディング／心理的安全性

ハラスメント防止、労務・メンタルヘルス

Well-being研修（傾聴力）

・戦略・事業研修

マーケティング基礎

財務会計・管理会計

事業計画策定

・DX・業務改善

業務改善

データ活用

生成AI活用

・コンプライアンス研修

情報セキュリティ、個人情報、下請法/

独禁法など業界法令内部統制、

リスクマネジメント

【抜擢研修】

経営視点のケーススタディ

M&A、新規事業、振り返り、

不採算事業の立て直しなど

180度フィードバック＋アセスメント

（リーダー行動の可視化）

課長級以上

・リスク管理研修（法務部）

係長級以上

・ラインケア研修（人事部）

・仕事と育児の両立支援研修（人事部）

・内部監査研修（グループ監査部）など

全社員

・中期経営計画理解度向上研修（社長室）

・SDGs 研修（都市型MaaS推進本部）

・安全研修（安全推進部）

・コンプライアンス研修（グループ監査部）

・パーソナルデータ保護研修（法務部）

・情報セキュリティ研修（ICT 戦略部）

・ITリテラシー研修（ICT 戦略部）

・ハラスメント防止研修

（社員Well-being 推進部）

・労働時間管理研修（人事部）

・ユニバーサルマナー検定（人事部）

・コーポレートアイデンティティ研修

（人事部・広報戦略部）

・人権研修（総務部）

・e METRO研修（デジタルソリューション部）

・BCP震災・風水害編浸透研修

（安全統括部）

その他

・鉄道事業理解研修

（人事部・交通事業本部）

・キャリアデザイン研修（人事部）など

執行役員
理事

部長級
マネジメント研修

課長級

新任課長研修

・ビジョンマネジメント研修

・アカウンティング・ファイナンス研修

・設定型問題解決研修

・ピープルマネジメント研修

係長級

新任係長研修

・プレイングマネージャー研修

・計数管理研修

・1on1コーチング研修

・アサーション研修

係員

総合職研修

・若手層年次別研修

プロフェッショナル職研修

・等級別研修

新入社員研修

【１人当たり年間研修受講時間】
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８ 人材育成戦略の推進 Osaka Metro ビジネスカレッジ、自己啓発支援

「経営視点を持つ人材」の育成を目指すなか、人材教育を強化するための拠点となる研修施設

「Osaka Metroビジネスカレッジ」を建設しています。また、社員の自律的なキャリア形成を促すため、

能力開発やスキルアップなどを目指す社員の自己啓発を支援しています。

2022年度に、「福利厚生制度」として行ってきた自己啓発支援制度を、
「人材育成のための制度」として方針転換しました。また、資格取得支援制度に
ついては、合否にかかわらず挑戦することを支援する制度に再構築しています。
その他にも、資格に限らず、資格の登録・更新にかかる費用や外部セミナーの
受講に関する支援を行い、自学自得の精神を積極的に推進する環境を整えて
います。
また、支援額などについても、2023年度には合格祝金（難易度の高い資格
に対しては50,000円）や資格学校利用支援（最大100,000円）を
見直しました。

【自己啓発活動支援制度利用実績】

Osaka Metro ビジネスカレッジ

これまでの課題

課題に向けた取組み

自己啓発支援

経営幹部から新入社員に至るまで、全ての社員が学び、
研鑽するための総合的な施設がないことから 、Osaka
Metro Groupにおいて、「ヒト」と「組織」が成長するため
の要（かなめ）となる教育拠点が必要でした。

外部環境に柔軟に対応し、持続的に事業を成長させる
「経営視点を持つ人材」の育成を目指す中、人材教育を
強化するための拠点となる研修施設
「Osaka Metro ビジネスカレッジ」を建設しています。
今後、当該施設を積極的に活用し、次世代経営人材の
育成や研修拡大に取り組むことで、これまで以上に
「経営視点を持つ人材」・「専門知識を有する人材」の育成
を推進させ、当社の持続的な成長、そして当社の使命で
ある大阪の発展に貢献できる人材を育てていきます。

外装（イメージ）

講義室（イメージ）

これまでの課題

今後も社員の自律的な挑戦を後押しできるよう、支援対象となる資格の定期
的な追加・見直しや、多様化する学習サービスへの対応など、継続した制度の
見直しを進めていきます。

課題に向けた取組み

通信教育
受講支援

約150コースを

割引価格で提供

合格祝金
難易度に応じて

最大5万円

資格取得

支援
受験料や資格学校

の費用を一部補助

資格学校との

法人提携
入会金など無料

外部セミナー

受講支援
受講料を一部補助

2022 2023 2024 2025（KPI）

制度利用者計（延べ人数) 463人 638人 592人 500人 資格の

登録・更新

資格に応じて

年1回(最大10万円）

【自己啓発活動支援制度】
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８ 人材育成戦略の推進

ジョブ・ディスクリプション（ＪＤ）の高度化

これまでの課題

2025年度は、中期経営計画、事業計画のミッションをＪＤに全て網羅し、また、達成状況をより明確にするため、
各ミッションにKGI (最終目標) およびKPI (KGI達成のためのプロセス指標) を設定したことで、事業計画達成に
向けた目標設定がより明確となり、成果の指標として可視化することができました。
また、ＪＤの進捗管理について、本部長などが責任をもって管理する方法に見直し、本部ごとのとりまとめだけにとどま
らず、各自の達成内容が真に事業計画の達成に結びついたものになっているか、改善策・リカバリー策が実効性のあ
る
ものであるか、目標達成のみならず、更なる成果につながる取り組みが行なわれているかなど、本部長がより関与し、
組織を牽引することで、目標とプロセスの可視化を推進しました。
一方、事業の遅延・未達がより明確となり、またリカバリーの目途が立たない場合もあったことから、進捗管理の質や
他の人事施策との連動についてはまだ課題があると考えています。

課題に向けた取組み

・記述ルールの明確化
育成の出発点は「役割と成果の明確化（ＪＤ高度化）」であることを再度徹底し、「何ができれば成長なのか」を
曖昧にせず、各役割における「達成目標（何を成し遂げるか）」、「期待成果（どの状態が“成果”か）」、
「必要能力（何ができればよいか）」を言語化・明確化することを継続して徹底していきます。

・他の人事施策との連動
育成の出発点であるＪＤを単独のツールとせず、評価、育成、配置、採用といった他の一連の人的資本施策と
密接に連動させます。

項 目 内 容

評価
ＪＤに記載された「どの状態が成果か」という定義に基づき、評価を行います。これにより、上司の主観や
「根性論」を排除し、達成すべきゴールと評価結果を一致させます。

育成
ＪＤが示すゴールに到達するために、必要なスキルを補完する形での育成（研修）を構築します。
OJTにおいても、ＪＤを共通言語にすることで、上司と部下の認識のズレをなくします。

配置
ＪＤによって各ポストの「要件（ジョブ）」を明確にし、その要件に最も合致する人材を配置できるように
します。また、将来の経営人材を育てるための「計画的な配置」の基準としてもＪＤを機能させます。

採用

経験者を採用する際、ＪＤに基づいた明確な基準（募集ポストの役割・ミッション、必要なスキル・経験、
職責権限、期待される成果や数値目標など）で採用活動を行い、「求人票」のベースとして活用する
ことで、採用選考時の評価軸をブレないようにします。候補者に対しても「入社後に何をすべきか」を正確に
伝え、内定辞退や入社後のミスマッチを防止します。
また、ジョブ型雇用への段階的な移行に向けて、柔軟な賃金・労働条件を適用するため、ガイドライン
（適用業務、賃金・労働条件の適用範囲、評価方法など）の策定などについても今後検討していきます。

ＪＤの高度化
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８ 人材育成戦略の推進 経営幹部の育成、職能化

これまでの課題

課題に向けた取組み

これまで、経営層との対話や選抜型プログラムを通じて、経営意識の醸成に一定の成果を上げてきました。一方で、
激変する市場環境に対応し、更なる成長を遂げるためには、既存の枠組みを越えて変革を主導する「挑戦心」を
組織全体でより高めていく必要があります。また、次世代を担う人材プールの厚みを増し、長期的な視点でリーダー
を輩出し続けるため、次期経営層発掘に向けた育成プログラムの実施やサクセッションプランの具体化などが今後の
持続的な組織発展に向けた重要なステップとなります。

・次期経営層発掘に向けた育成プログラムの継続実施
次世代経営層の育成をさらに加速させるため、育成プログラムの継続的な取り組みを行います。
対象については、「すぐ」に後任に就けることを想定した候補者と、「３～５年後」に任せることのできる候補者に
分け、それぞれの対象に相応しいプログラムや学びの機会を創出し、次世代経営に関わる人材の「質と量」に
厚みをもたせ、持続的な育成サイクルを確立します。
また、新設の研修センターを拠点に、経営層との直接対話を通じて、変革を主導するために不可欠な
「経営者としての志」や「覚悟」を養います。

・Osaka Metro ビジネスカレッジでの外部連携
2026年３月竣工の「Osaka Metroビジネスカレッジ」をオープンな学びの場として活用し、外部有識者や
他業種のリーダーとの接点を創出します。社外の先進的な知見や異なる価値観に触れることで、内向きに
なりがちな視点を外へ向け、社会課題の解決や新たな価値創造へとつなげる「開かれた経営視点」を醸成します。

・サクセッションプランの具体化

将来の経営ポジションを見据えた「後継者育成計画（サクセッションプラン）」をさらに具体化します。
安全運行・新技術、リスク管理などを行う重要ポストについて、候補者を２名以上確保、個別育成計画の策定、
四半期ごとのモニタリングを徹底します。
選抜された人材が、経営層に必要な経験を積めるよう、戦略的なジョブローテーションや重要プロジェクトへの
アサインを計画的に行います。これにより、組織の持続的な発展を支える強固な経営人材のプールを構築します。

・リーダー評価の実施

管理職を対象に、当社の成長に必要な「ＤＸ、ＡＩ推進」、「挑戦、自学自得の体現」、「部門横断連携」、
「雇用慣行リスク」、「心理的安全性」などを重視した評価項目を設定。フィードバックによる育成を重視し、
低スコアの社員に対しては、個別教育として重点育成課題を設定します。
また、将来的には評価結果を昇格試験の評価基準に加えることで、マネジメントの「質」が昇格の条件であることを
明確化していきます。

経営幹部の育成

職能化の推進・専門人材の強化

これまでの課題

課題に向けた取組み

職能化とは、事業部門・グループ会社への適切なけん制、フォローを実行したうえで、管理の質を高め、当該部門が
評価、教育・育成、採用、配置などに対して全責任を負うことです。
当社では、デジタル部門、経理部門、人事部門について、グループ会社との人事ローテーションなどを継続して実施
するとともに、更なる機能向上と全体管理を進めることで、グループ全体の持続的な組織力向上を図っていく必要が
あります。

部 門 内 容

部門共通 事業部門、グループ会社との人事ローテーションを継続実施

経理部門 グループ会社社長および経理担当者と月次業績MTG実施、グループ会社の業務受託を実施

デジタル部門 デジタル人材教育の継続実施やデジタル総合職の評価制度を構築

人事部門 人事担当者会議を開催し、グループ共通の課題を特定。共同で取り組める施策を検討

16



８ 人材育成戦略の推進 主体的なキャリアの継続的推進

キャリア面談の実施や１on１ミーティングなど、上司と部下の対話を通じてキャリアを考える機会を創出

しています。また、考える機会だけでなく、実際にキャリアプランの実現を支援する制度として、キャリア

チャレンジ制度（社内公募・ＦＡ制度）などを整備しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 平均

実施率 53% 48% 65% 66% 47% 53% 60% 41% 55% 53% 54%

心理的安全性に配慮したキャリア考察機会（１on１ミーティング・キャリア面談）

これまでの課題

課題に向けた取組み

上司と部下のコミュニケーション活性化を目指し、１on１ミーティングを実施していますが、実施内容が日々の
業務進捗の確認や定型的な報告に偏っており、部下の本音を引き出し、中長期的なキャリア形成、自律的な
挑戦やスキルアップを促す「深い対話」もしっかり行われていることが理想です。また、実施の頻度や質が各組織の
管理職のスキルに依存していることから、育成効果を最大化するため、コミュニケーションの質を高めていくことが
必要です。

・上司と部下との指導・育成の質的深化
１on１ミーティングの実施率100%をKPIとしつつ、対話の「質」を向上させるための実践的な研修などを提供し、
心理的安全性の醸成を図っていきます。
（仕事への向き合い方と職場環境などに関する調査（社員アンケート）のコミュニケーションに関する質問項目に
おいて、ポジティブ回答率80%以上を維持）

【１on１ミーティング実施率】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

実施率 54% 45% 49% 56% 40% 38% 55% 43% 37% 59% 45% 43% 47%

2024年度

2025年度 ※2026年１月時点

【参考】
仕事への向き合い方と職場環境などに関する調査

調査項目（コミュニケーションに関する質問を抜すい） 2024 2025

１ 私の上司は、円滑な組織運営のために、積極的に部下とのコミュニケーションを図っている 81.0％ 80.2％

２ 私の上司は、誠実な態度で対応してくれている 88.0％ 86.9％

３ 私には、尊敬できる上司や信頼できる同僚、仲間がいる 82.9％ 82.3％

実施率を見る限り、１on１ミーティングの重要性、認識が不足している状況です。

コミュニケーションや人間関係に関する項目のポジティブ回答率は80％以上となっており、数値上では上司と部下が
良質なコミュニケーションが図られていると推測される一方、ハラスメントの個別相談の半数以上が
「職場のコミュニケーション」に起因したものとなっていることから、コミュニケーション不全の職場も一定数あるものと
見受けられます。
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８ 人材育成戦略の推進 主体的なキャリアの継続的推進

※2024年度については、万博繁忙を見据え、対象を係員のみに限定して実施

2022 2023 2024 2025（KPI）

社内公募
応募 12人 4人 5人 -

異動 8人 3人 3人 -

FA 制度
応募 0人 2人 9人 -

異動 0人 2人 7人 -

合計
応募 12人 6人 14人 30人

異動 8人 5人 10人 -

キャリアチャレンジ制度（社内公募・ＦＡ制度）

これまでの課題

課題に向けた取組み

社内公募については、これまで年１回の定期異動時期に限定していたため、新規事業の立ち上げなどに対し、
チャレンジしたい社員にとっては、タイムリーな挑戦ができないという課題がありました。
また、対象が非管理職に限定されていたことで、コア人材の流動性が少なく、自律的なキャリア形成の機会も限定的
となっていたことや、社員が上司との間で築いてきたキャリア形成と、社内公募・ＦＡ制度が連動していなかったため、
中長期的なキャリア形成との一貫性を担保しにくい仕組みであったと考えています。
今後は、プロフェッショナル職（現場職）のキャリアパスも含めて、職種間の壁をなくし、柔軟な人材登用につなげて
いくことが必要です。

・社内公募の通年化
これまで定期異動時に実施していた社内公募制度については、四半期ごとの通年実施に変更し、新規事業などに
必要な人材の募集をタイムリーに実施できる環境を整備します。

・対象者を課長級まで拡大
現在、課長級・担当課長級においても「キャリア面談制度」により、自律的なキャリア開発を促進していることから、
新たにキャリアチャレンジ制度の対象とし、コア人材の流動化や自律的なキャリア形成をより活性化します。

・キャリア面談との連動
キャリアチャレンジ制度の趣旨である「自律的なキャリア開発」の推進となるよう、応募所属については、キャリア
面談で希望している業務、所属の範囲内とします。

・キャリアの複線化推進
プロフェッショナル職の社員が現場での経験、専門性を活かし、企画立案や部門間調整など、より広範な事業
推進を担う総合職群へのキャリア拡大を可能とする「職群転換制度」の導入や社内公募・ＦＡ制度の対象と
することについて、今後検討していきます。

【社内公募・ＦＡ制度 実績】

これまでの課題

自律的なキャリア形成の支援、自発的な挑戦を促すため毎年実施していますが、応募者は少数にとどまっています。

考えられる要因としては、上司と部下のコミュニケーション不足などにより、安心して能力を発揮できる職場環境の構築が途上

であるため、社員の自発的な挑戦（応募）を阻んでいる可能性があります。

今後、キャリア面談の確実な実施や、日々のコミュニケーションおいて自律的なキャリア形成を強化する仕組みづくりが必要です。
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９ Well- beingの醸成 ハラスメント（雇用慣行リスク）

当社は、社員が能力を最大限発揮し、活き活きと働ける風通しの良い職場環境を構築するため、

ハラスメントのない職場を目指します。また、コンプライアンス意識の向上を目指し、コンプライアンス研修を

含めた様々な取り組みを実施しています。

ハラスメント（雇用慣行リスク）の撲滅・職場訪問の実施

これまでの課題

ハラスメントを「しない」、「させない」、「許さない」、「見過さない」のトップメッセージのもと、ハラスメント関連の苦情を
含む個別相談件数は継続的に一定数寄せられており、随時その対応を図っています。
個別相談のみならず、ストレスチェックでの仕事の向き合い方に関するアンケートや職場訪問の結果、以下の課題が
浮き彫りとなりました。

・ハラスメント・コミュニケーション
個別相談の半数以上が「職場のコミュニケーション」に起因したもので、管理職側の言動やスキル不足が部下の
心理的安全性を損なわせる事案が見受けれられる一方、部下側の組織における役割理解不足などから、
コミュニケーション不全の職場や良質なパフォーマンスが発揮されていない職場も見受けられます。

・組織風土改革
本社と現場、あるいは部門間での情報共有・意思疎通や挑戦を促す職場風土の醸成については、まだ十分では
なく、多様な価値観を持つ社員間で業務の進め方にギャップがある状態です。

・施設・設備
駅や事務所の老朽化、女性用施設の不足、仮泊施設の個室化要望など、環境改善のニーズが高い状態です。

・継続的な職場訪問とフォローアップ
アンケート結果（2025年12月以降の最新集計）に基づき、各所属への早期フィードバックと職場訪問を実施。
各職場の課題解決に向け、継続して取り組んでいきます。

・ハラスメント相談窓口の対応力強化
引き続き利用しやすい相談窓口として、より迅速・適切に対応できるよう、相談員の対応スキルを向上・強化して
いきます。

・コミュニケーションの活性化
上司・部下双方が円滑に意思疎通を図れるよう、風通しの良い職場づくりに資する研修啓発コンテンツをさらに
充実させ、社員一人ひとりのコミュニケーションスキル向上による職場の活性化と心理的安全性の醸成を図ります。

・社員の主体性の引き出し
社員の主体性を引き出すため、業務改善の積極的な事例紹介や参加型研修の充実により、一人ひとりの意識
変革を促す仕組みを構築していきます。

・施設改善の加速
女性社員の更なる活躍も含めたキャリアパスや今後の要員計画を考慮し、計画的に施設改善を進めます。

課題に向けた取組み

2022 2023 2024

ハラスメント関連 24件 12件 18件

不適切な行為（ハラスメント除く） 3件 8件 6件

悩みごとの相談 19件 16件 20件

情報提供 5件 2件 5件

その他 2件 3件 13件

【提起された苦情の件数と種類】
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９ Well- beingの醸成 コンプライアンス強化

課題に向けた取組み

コンプライアンス強化に向けた取組み

これまでの課題

これまで、リスク調査の活用が不十分なところもあったため、より実効性のある調査への改善が必要です。また、
不適切な事例に対する「見なかったこと、聞かなかったことにしない」組織対応の徹底が課題として挙げられています。

現場まで理解が浸透するよう、音声入りコンテンツの作成や、統制環境の整備など、工夫を凝らした研修を実施して
います。また、コンプライアンスチェックの回答結果に基づき、各所属が具体的な改善行動を起こせるようなフィードバック
内容の見直しを行っています。

2022 2023 2024 2025（KPI）

コンプライアンス研修 受講率実績 98.9% 97.4% 95.8% 100.0%

【参考】
仕事の向き合い方と職場環境などに関する調査

調査項目（コンプライアンスに関する質問を抜すい） 2024 2025

１ 私はプライベートな時間でも、コンプラインスの遵守を常に心がけている 93.2％ 94.4％

２ 私は企業理念・行動指針・行動規範・安全方針などを意識して行動している 93.7％ 93.2％

コンプライアンスに関する調査において、数値上は意識が高い結果となっている一方、実態としては、コンプライアンス
違反による懲戒処分が発生している状況です。
仕事に向き合うときは、気持ち（善意）だけで乗り切ろうとせず、自分の仕事を成果と同時にプロセスの健全性まで
含めて完了させるというスタンスが必要です。
仕事の定義を変え、仕事のゴールを、単なる完了だけでなく、求められたアウトプットが出ていること、契約・検収・
勤怠など、後から追える記録が揃っていること、第三者（監査・他部署・将来の自分）に「なぜそうしたか」を説明
できること、これで初めて完了と捉えることとするなど、意識の変化と行動の変化が必要です。
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９ Well- beingの醸成 企業理念などの浸透、労働時間管理

2022 2023 2024 2025（KPI）

労働時間管理研修 受講率実績 98.8% 97.1% 90.2% 100.0%

企業理念・行動指針・行動規範の浸透に向けた取組み

これまでの課題

社内ポータルを通じた継続的な啓発活動により、企業理念や行動指針の重要性に対する認知度自体は一定
向上している一方で、会社から社員への一方的な発信にとどまっており、各職場の特性に応じた具体的な
「行動変容」にまでは至っていません。
今後は、理念を「知っている」状態から、日々の業務のなかで「体現している」状態へと引き上げるため、一方的な
情報発信だけでなく、双方向の対話や具体的な実践事例の共有を通じた、より実効性の高い継続的な取り組み
が必要です。
また、変化の激しい時代において企業価値を高めるためには、社員一人ひとりが自律的に高い目標へ挑む
「挑戦行動（真のWell-being）」を称賛し、後押しする職場風土の醸成が不可欠であり、制度と風土の両面
から施策を推進していく必要があります。

・企業理念などの啓発活動の継続実施
組織の求心力と実行力を高めるため、今後も毎月、理念の体現に関するメッセージを継続して社内ポータルに
掲載し、「働く意味、目的」を伝え、共通の価値観を繰り返し伝えることで浸透させていきます。
また、インナーブランディングを高める研修「コーポレートアイデンティティ研修」を企画し、実施していきます。

・社員の「挑戦」を促す取組み
「新規事業」、「駅空間・サービス価値向上」、「運行・技術のＤＸ」など、万博後の成長戦略に資する個別ＰＪ
の創設や過去の失敗事例を貴重な経験として次にどう活かすかに重点を置いた「学習会」の開催、
「最も大胆な挑戦をしたチーム（失敗も可）」など、挑戦・変革への貢献度を評価する「表彰制度」の創設など、
社員の「挑戦」を後押しする施策を今後検討していきます。

課題に向けた取組み

適正な労働時間管理への取組み

これまでの課題

これまで、労働時間管理において様々な対応を行ってきましたが、未だ一部の所属では、月80時間を超えるような
長時間労働が発生しています。また、労働生産性よりも業務遂行が重視される傾向があり、効率化への意識が
十分に浸透していない点も挙げられます。

・ＪＤの評価項目に「労働生産性向上に向けた取組み」を追加
管理職の評価項目に労働生産性向上に向けた取り組みを追加し、評価基準として明確化しています。

・長時間労働者への対応強化
産業医とも連携し、一部の長時間労働が常態化している管理職に対して就業制限の措置を行ったほか、
2025年６月に「心身の健康を守るための適切な労働時間管理について」を各部長に対して通知。
毎月80時間を超える時間外労働を確認した社員は本人（場合によっては上司）と人事部管理職で面談を
実施のうえ、面談結果や社内状況から繁忙が見込まれる社員については、月途中のモニタリングなども行い、
必要に応じて注意喚起や面談を行っています。

・毎週水曜日を「ノー残業デー」として設定
本社では毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、平日20時以降のパソコン画面ロックを原則解除不可とし、長時間
労働抑制に向けて、運用を厳格化しました。

課題に向けた取組み
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９ Well- beingの醸成 全職場訪問による社員との対話

全職場訪問による社員との対話

これまでの課題

これまで、人的資本施策を実施するにあたり、現場の細かなニーズを十分に拾い切れていない面があり、現場との
連携をより深める必要がありました。
また、これまでの聞き取りの場は、どうしても現状の不満や困りごとの共有にとどまってしまい、そこから一歩踏み込み、
具体的な解決策をともに探るような建設的な対話には至っていませんでした。そのため、誰もが安心して発言できる
土台を整え、現場視点での課題特定と実効性のある施策検討を両立させることが新たな課題となっています。

課題に向けた取組み

現場ニーズの把握と心理的安全性の土台を形成すべく、単に「不満や困っていることを聞く」場ではなく、
「各職場における課題の特定と解決に向けた意見交換」を目的として人事施策を中心に聞き取りを実施しました。
今後も外部・内部環境が変化していくなか、社員に寄り添いつつ、会社の発展に向けた施策を実行するため、
社員との交流を継続的に実施します。

項 目 主な意見・要望

人材育成

・必要なスキルを身につけるための育成計画が必要ではないか
・デジタル部門以外の社員にも、デジタルを活用した業務改善を進めることができるような教育の
実施をお願いしたい
・社会人としての基礎力や社内ルールについて、全社統一した教育を実施してほしい

施設改善
・将来の採用数を見据えた女性用施設の新設・拡張を望む（事業所）
・休憩室、仮泊室、更衣室、浴室などの老朽設備の改善をしてほしい （事業所）
・会議室、女子トイレの数が少ない（本社）

人事評価

・各現場の特性に応じた評価方法を検討してほしい
例：事故・故障時の迅速な対応による運行障害の被害最小化 など
・所属長の判断によるプロ職の加点評価への見直しを検討してほしい
・制度への理解不足、交通事業本部と人事部のコミュニケーション不足がある
・経営層、管理職に制度の理解不足があり、評価フィードバックが正しく行われていない

定年延長者の
労働条件

・60歳時、また60歳以降の賃金減額が大きく、さらに毎年減額となるためモチベーションが維持
しがたい
・60歳以降の働き方について、初年度だけでなく、次年度以降も役割や勤務形態を変更できる
よう見直してほしい

キャリアプラン
・プロ職から総合職に転換できる制度を導入してほしい
・プロ職への社内公募、ＦＡ制度を導入してほしい

諸手当の見直し
・肉体的・精神的負担の大きい業務などへの特殊勤務手当を拡大してほしい
・業務遂行に必要な資格所持者へ手当を支給してほしい
・兼務に対する手当を支給してほしい

福利厚生
・ベネフィットステーションについて改善してほしい（ポイント付与など）
・食堂の設置、食事補助の増額を検討してほしい

繁忙職場での処遇 ・乗客者数の多い繁忙駅などにおける手当や評価加算を検討してほしい （交通事業本部）

業務効率化
・紙ベースでの提出書類をなくしてほしい
・定例業務の外部委託、シェアード化を推進してほしい

情報共有
・本社と現場の連携強化のため、本社の方針や現場の成功事例などの情報共有を徹底
してほしい

実施日 : 2025年８月18日～11月５日 (全80か所訪問)
参加総数 : 769人 (本社：159人、 事業所：617 人) 

主な意見・要望

【職場訪問】
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●男女別管理職比率

９ Well- beingの醸成 ＤＥ& Ｉ（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）

当社は、全社員のうち50歳以上が約65％と半数以上を占める年齢構成になっているほか、女性の

在籍比率が依然低い状況です。

組織内の多様性を高め、様々なイノベーションや変化につなげるため、採用活動を推進するとともに、

年齢、性別、価値観、ライフスタイルなどの異なる個人が多様性を活かしながら、ともに活躍し成長できる

職場環境を目指し、多様な働き方を支援する制度を整えていきます。

●男女別社員比率

96.2% （4,908人）

95.6% （4,837人）

94.5% （4,796人）

3.8% （195人）

4.4% （２２０人）

5.5% （278人）
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男性 女性

93.9% （200人）

93.0% （200人）

93.5% （216人）

6.1% （13人）

7.0% （15人）

6.5% （15人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022

2023

2024

男性 女性

労働力のダイバーシティ（性別）

これまでの課題

女性の在籍者数は増加傾向にあり、特に管理職における女性比率は、全社員の男女別社員比率における女性
比率を上回っているものの、2024年度時点で6.5%と低い状況です。今後も女性の在籍者比率を改善するため、
ライフステージに応じた働き方や制度の整備促進などを実施し、ＤＥ＆Ｉを推進していきます。

課題に向けた取組み

女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、2025年度末まで
に採用応募人数に占める女性の割合または採用した社員に占める女性の割合を25％以上、女性の在籍比率を
5.1％以上とし、女性の管理職割合も8％以上を目標としています。
2025年度においては、女性社員比率は目標値を達成する見込みであるものの、女性採用比率と女性の管理職
割合については未達となる見込みであることから、2026年度以降の計画においても同じKPIを設定し、女性社員
の採用に向けて、ポジティブアクションの継続実施や女性オープンポジション採用も検討していきます。

労働力のダイバーシティ（年齢）

これまでの課題

当社の社員数は約5,100人、平均年齢は50.3歳、年齢構成は50歳以上の社員が全体の65％を占めており、
今後10年間で約2,100人の社員が退職を迎えます。一方で、30歳代から40歳代については、全体の20％
（約1,000人）にとどまり、今後、若手社員に対し、どのように技術継承をしていくのかが喫緊の課題となっています。

課題に向けた取組み

人材獲得競争が激化する現状において、採用人数の確保に限界があるなか、今後も多様化・高度化する
事業戦略に対応するためには、豊富な経験を持つベテラン層が今後も意欲を持って働き続けてもらう必要がある
ことから、労働力不足の解消および若手社員への確実な技術承継を図っていくため、労働生産性向上とあわせて、
70歳までの雇用延長についても検討していきます。
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当社は、これまでも障がい者雇用に取り組んできましたが、障がい者が働きやすい環境整備と

雇用促進を一層加速するため、 2022年10月３日グループ内のオフィスサポート業務などを行う

「大阪メトロビジネスアソシエイト株式会社」を設立し、同年12月１日に「障害者の雇用の促進等に

関する法律」に基づく特例子会社として厚生労働大臣の認定を取得しました。

・2022～2024年度については各年度６月１日現在の雇用率

・2025年度については大阪メトロビジネスアソシエイトの社員も含めた雇用率

・障がい者雇用における除外率に応じて変更予定

2022 2023 2024 2025（KPI）

障がい者雇用率 2.35% 2.63% 2.74% 2.75%

大阪メトロビジネスアソシエイトの活動

これまでの課題

大阪メトロビジネスアソシエイトでは、印刷、データ入力、物品仕分けなどのグループ内のオフィスサポート業務を
行っており、障がい者がその能力と適性に応じて活躍できる場を順次拡大するなど、2024年には雇用率報告対象
のグループ全社について、グループ適用認定を完了しています。
また、グループ全体の生産性向上に向けて、コーポレート部門の定例業務を受注し、シェアード業務の拡大を行って
います。
一方、障がい者雇用は順調に進んでいますが、これらを指導する監督者不足（専門性の強化）が課題となって
います。
また、業務の一部作業を担う現行形式は継続しつつ、入口から出口までの業務全体の受注と、それに対応しうる
社員の能力・適性に応じた育成が今後の課題となっています。

課題に向けた取り組み

・障がい者雇用の推進
障がい者雇用率の変更を見据えて、当社グループとして法令基準の達成のみならず、社会における障がい者の
就労機会、活躍の場の創出に向け、引き続き年10名程度の新規雇い入れに取り組みます。同時に監督者不足
に対応するため、リスキリングの一環としてベテラン社員の転属を進めていきます。
また、シェアード業務をさらに拡大することで、グループ全体のコスト削減と専門性を向上させ、各社が本業に専念
できる体制に貢献します。

・障がい者雇用率の遵守
障がい者雇用率については、法定雇用率の「2.3%」を上回っています。2025年度には2.75％の雇用率を
目標とするなど、法定雇用率の段階的な引き上げを上回るベンチマークを設定し、着実に達成するよう努めて
いきます。
なお、障がい者雇用率の算出には、障がい者の就業が一般的に難しいと認められる業種について、障がい者の
雇用義務を軽減することが目的で制定された除外率制度（鉄道業:30%）を適用し、在籍数についても
本制度に沿って目標を設定しています。
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９ Well- beingの醸成 年次有給休暇

年次有給休暇については、当年度取得日数÷当年度付与日数にて算出しているため、前年度以前に付与していた年次有給休暇を

当年度に取得した場合、100パーセントを超える場合があります。

2022 2023 2024 2025（KPI）

年次有給休暇取得率 97.5% 100.7% 97.6% 93.1%

年次有給休暇取得

ＤＥ＆Ｉを推進するなか、「様々な属性・価値観を有する社員が、多種多様な雇用形態で働くことの

できる環境」を整えるため、働き方についてもダイバーシティを推進し、ワークライフバランス・生産性の

向上を目指していきます。

これまでの課題

年次有給休暇取得率は、2020年度を起点として毎年1%ずつ上昇させ、2025年は約93%を目指すこととして
おり、当社は、全国平均の66.9％（厚生労働省令和６年就労条件総合調査）を大きく上回っています。
また、本社の取得率が事業所より低いことが課題でしたが、2022年度からの年休取得奨励日の策定・周知などに
よる取り組みにより、依然事業所よりも取得率は低いものの、2024年度実績では80.0％（対2022年度比＋4%）
となっています。

課題に向けた取組み

暦の関係で休日が飛び石となっている場合に、休日の橋渡し（ブリッジ）として、年休の取得を推奨
（ブリッジ休暇の推奨）するなど、引き続き社員の心身のリフレッシュとメリハリのある働き方の推進に取り組んで
いきます。
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９ Well- beingの醸成 健康経営の推進

社員一人ひとりが心身ともに健康で、活き活きと前向きに働くことができる組織の実現は

重要なテーマであり、健康経営の推進は会社の生産性向上や持続的な成長につながると

考えています。

Osaka Metro Groupは、「大阪から元気を創りつづける」こと

を企業理念として掲げ、交通を核にした生活まちづくり企業を目

指しています。

企業理念や目指す姿を実現するためには、その主役である社

員一人ひとりが心身ともに健康で、活き活きと前向きに働いてい

ることが何よりも大切だと考えます。

Osaka Metro は、社員とその家族の健康増進に積極的に

取り組むとともに、さらには、生活まちづくり企業への変革を通じて

沿線地域・社会の人々の健康増進や生活の質向上に取り組む

ことにより、「健康で豊かな未来の大阪の実現」に貢献することをここ

に宣言します。

健康経営宣言
経営会議

労働組合
産業医

保健師

社員・家族

連
携

連
携

健康経営管理者（各部長）

健康経営推進者（各課長）

健康経営責任者（代表取締役社長）

健康経営推進委員会

委員長

副委員長

委員

：人事担当取締役

（健康経営推進責任者）

：人事部長、

労働組合の代表者（1名）

：各本部の代表部長、総

務部長

メンタルヘルスへの取組み

2022年9月30日に「健康経営宣言」を制定するとともに「健康経営推進体制」を整備しています。

【健康経営推進体制】

健康経営課題への継続的な取組み

これまでの課題

生活習慣病のリスクを有する社員に対し、特定保健指導の実施に注力してきたことや、前年度から継続している
「適正な飲酒の推奨」、「禁煙支援の取り組み」など、生活習慣病発症のリスクとされる習慣改善にアプローチをする
取り組みを行ってきたことで、特定保健指導の対象者は2022年度の21.7%から2024年度には18.8%まで減少
しており、一定の効果が表れはじめています。一方、数値目標達成に至っていない項目も一部あることから、社員と
会社の双方が健康経営に対する理解を深めながら、継続的に取り組んでいく必要があります。

これまでの課題

2025年度は、飲酒習慣率、メンタル事由による休業率、喫煙率などについて目標値を達成できる見込みとなって
いる一方、万博対応が重なったこともあり、「ストレスチェックによる高ストレス者率」は8.0%となっており、全国平均
（14.9%）と比べて高い数値ではないものの、目標値としていた5.0%より３ポイント高い結果となっています。

課題に向けた取り組み

社員が困難な状況やストレスに直面した際、柔軟に適応・回復し、成長していく能力を高めるためのレジリエンス研修や
ストレスに対する向き合い方を変化させるマインドフルネス研修などを通して、物事の捉え方（認知）に関する知識・
スキルを提供することでメンタル不調の予防を図ります。
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９ Well- beingの醸成 健康経営の推進

・健康経営優良法人の認定
「健康経営優良法人制度」は2016年に経済産業省が創設したもので、優良な健康経営を実践している企業を
日本健康会議が認定する制度です。
当社は2022年度調査から継続して認定を受けていますが、2025年度調査では2023年度と比較して、順位が
約1,100位向上しました。

今後も、社員一人ひとりが心身ともに健康な状態で活き活きと働けるよう、当社独自の健康経営を進めていきます。

年 度 2023 2024 2025

総合順位 2,301位～ 2,350位 1,601位～ 1,650位 1,201位～1,250位

回答企業数 3,520社 3,869社 4,175位

・ヘルスリテラシー向上
生活習慣病対策として、全国健康保険協会と協力し、特定保健指導を「定期健康診断会場で実施」したことにより、
（全国平均 27.6％）の参加率が2024年度比＋25.1ポイントの90.2％（12月末時点）となりました。
このほか、食事管理アプリを試験導入（全社員の3.12％が利用）するなど、ヘルスリテラシーの向上に努めました。

・インフルエンザ予防接種拡大
インフルエンザワクチン予防接種の対象を交通事業従事者から全社員に拡充。自己負担をなくし、定期健康診断
の巡回健診時に各事業所で予防接種可能としたことで、受診率は2024年度比＋16.6ポイントの46.8％と
なりました。

・がん検診の受診期間延長
がん検診については、医療機関と交渉して受診期間を延長するなどした結果、受診率は2024年度比＋3.8ポイント
の29.0％（女性特有のがん検診に関しては、2024年度比＋9.7ポイントで受診率23.8％）となりました。

・産業保健スタッフによる精密検査受診勧奨
定期健康診断の結果を踏まえ、産業保健スタッフによる精密検査受診勧奨（対象者の受診結果報告が確認
できるまで管理する。）の継続した実施により、2024年度は1,001名であった精密検査対象者は、2025年度で
792名まで減少しました。

課題に向けた取組み

社員のヘルスリテラシー向上や、労働者が自身の健康を維持・管理し、労働に従事できる状態を保つために負うべき
義務である「自己保健義務」についての意識向上も図り、会社と社員の双方が健康経営に対する理解を深められる
よう努めます。

【健康経営に関する主な取組み】

健康経営に関する外部評価

・健康経営度調査の評価結果
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・採用目的の明確化
・事業成長予測との整合
将来を見据えた要員計画と事業成長予測の整合性を再点検し、いつ・どのようなレベルの人材が必要かを定義して
採用目的を明確化します。
・採用・配置・育成の三位一体
全てを外部採用に頼らず、配置転換や計画的育成による「内製化」を組み合わせ、必要な専門人材を揃えます。

・採用手法の多様化と獲得力の向上
・グループ一括採用の推進
各社共通の課題を解決し、グループ全体での母集団形成の強化に取り組みます。
・経験者採用の「ジョブ型雇用」への段階的移行
職務内容を明確にしたジョブ型採用により、即戦力のスペシャリスト確保を加速させます。
・リファラル採用の本格導入
社員を「リクルーター」と位置づけ、採用後のミスマッチ回避や採用者の質向上につなげます。
・選考プロセスの革新
採用スピード向上に向けて、「即日、翌日の書類選考」や「１DAY選考」の導入を検討します。
・ＡＩの積極的な活用
書類選考、一次面接など初期選考を中心に採用プロセスへの積極的なＡＩ活用を進め、優秀な人材の獲得を
早期に実現します。

・採用ブランディングの確立
・コンセプトの整理
自社の強みと機会を整理し、採用マーケティングの視点から独自のメッセージを構築します。
・露出場所の強化
自社ＨＰの活性化、YouTubeなどのオウンドメディア活用、経験者採用サイトを立ち上げます。

10 採用活動の強化 組織力強化のための採用活動計画

中期経営計画、事業計画達成に必要な人材を獲得し、定着・活躍させる体制へ確立します。

事業成長との整合性・目的を明確化し、必要なポジションと要件（ジョブ・ディスクリプション）を再定義

し、単なる欠員補充ではなく、「新事業の推進」や「変革の加速」が目的であることを明確化します。

これまでの課題

・短期視点からの脱却
これまでの採用は短期的な人員強化にとどまっており、中長期的な経営計画に連動した要員計画の再構築が急務です。

・選考のスピード感と競合対策
新卒採用において、人材獲得競争のなか、更なる選考の早期化とリカバリー体制の強化が必要です。

・ミスマッチの解消
経験者採用において「できること」と「欲しい人材」の乖離をなくし、採用目的の明確化と母集団形成強化が必要です。

・ブランディングの不足
内定辞退防止に向けた「当社ならでは」の魅力発信（採用ブランディング）が不足しています。自社分析、競合比較、
採用ターゲットの明確化や企業イメージ向上のため情報発信の見直しが必要です。

課題に向けた取組み

組織力強化のための採用活動計画

・多様性の推進（ＤＥ＆Ｉ）
女性視点でのお客さまニーズの反映や同質化（男性多数）した組織に多様な価値観を提供すること、また

ESG投資や人的資本経営の観点として、女性採用の強化は単なる「社会貢献」ではなく、企業の持続可能性
（サステナビリティ）とリスク管理能力を示す重要な経営指標となることから、今後も目標値を定め、継続的に
取り組みます。
今後は、ポジティブアクションの継続実施に加え、女性オープンポジション採用についても検討していきます。
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11 人事制度改革の推進

変化の激しい経営環境に対応し、持続的な成長を実現するため、納得感、公正・公平感のある

人事制度への変革を推進し、安心と期待のある処遇・制度を整備することにより、健全な危機意識・

能動的に就業する企業文化を醸成していきます。

能動的に働く意義の再徹底

ベースアップ・報酬制度改革

これまでの課題

昨年度は6.0％の賃上げや手当拡充を行うも、労働生産性向上の意識が全社的に未だ低い点が課題でした。
今後も継続してベースアップを実施するためには、引き続き、下記の取り組みを徹底する必要があります。

課題に向けた取組み

消費者物価指数が４年連続で上昇するなか、当社では、これまで2023年度からの３か年でそれを上回る15％
以上のベースアップを継続して実施しています。
また、継続的な賃上げを実現するための前提である労働生産性向上については、2025年度において、万博繁忙
による業務量増があったものの、総労働時間については、前年度比約▲610,000時間という大きな成果を達成
する見込みであることから、2026年度については、全体で＋6.6％の賃上げを実施する予定です。
また、物価上昇への対応に加え、「若手社員だけでなく全社員が活躍できる環境整備」、「現場実態に応じた特殊
勤務手当の拡充｣、｢育児・介護者への支援」、「福利厚生制度の充実」を軸に、社員のエンゲージメント向上を
図ります。

労働生産性の向上 信賞必罰の徹底

・賃上げ（＋6.6％）の内訳
①ベースアップ平均5.0％ ②定期昇給率の改善平均1.0％（0.7％⇒1.0％）
③60歳以降洗い替え時の賃金水準を80％から85％に引き上げ 平均0.6％

報酬制度改革、労働生産性向上

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Osaka Metro
ベア＋定昇

消費者
物価指数

2023年度 4.1％ ＋3.1％

2024年度 5.7％ ＋2.5％

2025年度 6.0％ ＋3.2％

2026年度 6.6％ -

計 22.4％ ＋8.8％

2026年度
60歳以降洗い替え時の
賃金水準を80％から85％
に引き上げ
③平均0.6％

2026年度
ベースアップ ①平均5.0％
定期昇給 ②平均1.0％（0.7％⇒1.0％）

年齢（歳）

2022年度 定年延長前（再雇用制度）

消費者物価指数との比較（2023年度～2025年度）

①＋②＋③＝
全体で平均6.6％

標準生計費
2022年度
定年延長前

2025年度
現行

2026年度
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11 人事制度改革の推進

30

2022 2023 2024 2025（KPI）

月平均所定外労働時間 18.1時間 19.3時間 18.7時間 14.5時間以下

・現場実態に応じた特殊勤務手当の拡充
事業環境の変化に伴い、現場に求められる専門性や安全管理の基準は年々変化することから、より実態に沿った
手当の支給となるよう、職場訪問などでの社員の声を踏まえ、新任運転士や転線者に模範となる運転技術を指導
する指導操縦者に対し、特殊勤務手当として、１回200円を新たに支給します。

・育児・介護者への支援
ＤＥ＆Ｉ (多様性・公平性・包括性) を名実ともに具現化するため、育児や介護による仕事の制約を補完し、
キャリアの分断を回避することを目的に、保育料の無償化や家事代行補助（上限：1月10,000円）による
負担軽減を通じて、誰もが家庭の状況に関わらず、挑戦し続けられる風土を構築します。

・福利厚生制度の充実、健康経営の推進
福利厚生の充実は、社員の生活の質 (Well-being) を直接的に向上させるだけでなく、「選ばれる企業」として
のブランド力にも直結することから、今回、「ベネフィットステーション」のポイントを付与（30,000pt）することで、
ベースアップ同様、物価上昇に対する支援を行い、個々のニーズに応じて「自己啓発」、「余暇の充実」などから
最適な支援を自ら選択できる環境を整備します。
また、社員が心身ともに健全に働く環境整備の一環として、あらかじめ希望する社員には会社負担による
「人間ドック」を実施し、社員の重大な疾患を早期に発見・予防していくことで、健康経営をさらに推進していきます。

労働生産性向上の取組み

これまでの課題

全社で労働生産性向上を推進しており、2025年度においては、万博対応による業務量増があったものの、総労働
時間については、前年度比約▲610,000時間という大きな成果を達成できる見込みです。
ただし、本社部門の取り組みについては、不要な業務の廃止や外部委託・シェアードの活用など、業務の取捨選択
が中心であり、今後は業務プロセスそのものの改善などにも取り組み、36協定違反や労働法令違反を発生させない
ことも含めて、継続して取り組む必要があります。

課題に向けた取組み

・本社
これまでの「業務の取捨選択（廃止・外注・シェアード化）」を中心とした活動は継続しつつ、今後はさらに一歩踏み込み、
「デジタル化・ＡＩの本格活用」による業務プロセスの見直しにも注力していき、2026年度については１人１月▲７時間
（対2023年度比較）以上を目標に取り組みます。
創出された時間を単なるコスト削減にとどめるのではなく、新規事業への充当、社員一人ひとりの成長を促す「教育への投資」、
「多様な人材への活躍支援」などにつなげます。

・事業所
今後の定年による大量退職や事業の多角化による業務量増を見据えた「交通事業本部効率化計画
（2025年度～2028年度）」に基づき、改札業務の無人化、ＡＩによる乗務行路見直し、モニタリングデータに基づくCBM
（状態基準保全）化などにより、継続して労働生産性向上に取り組んでいきます。

2026 2027～2028

削減時間 ▲668,078時間 ▲822,222時間

１人１月労働時間 ▲12.0時間 ▲15.1時間

・労働時間削減計画（対2024年度比較）

・月平均所定外労働時間

報酬制度改革、労働生産性向上



11 人事制度改革の推進

より納得感、公正・公平感のある人事評価制度・昇格制度への見直し

これまでの課題

人事評価については、評価結果に対する納得感が低く、「上司に直接聞きにくい・言いにくい」、「所属によって説明
の丁寧さが違う」などと言った声が上がっています。
また、所属間の評価のバラつき（甘辛調整）の改善や、評価に対する納得感、公正・公平感向上のため、
評価期間や評価基準などの見直しが必要であると考えています。
昇格制度については、結果開示については、開示対象をアセスメントの点数開示まで広げ、一定の透明性を確保
しましたが、そもそもの試験のあり方については、今後のキャリアパスの想定や組織の高齢化という点も踏まえる
必要があり、求める職務要件を満たす人材を生み出していくという本質を見ながら、「必要な知識・必要な能力」など
にアプローチできるような「研修体系」などの整備も今後必要です。

課題に向けた取組み

・評価に関する「人事部問い合わせ窓口」の設置
上司からの確実なフィードバック（目標とのズレ、具体的な行動の失敗、改善点に焦点を当て、結果だけでなく、
未来に向けてのアクションも部下に明確化）の重要性を継続して伝えるとともに、評価に関する社員からの
問い合わせについて、従来の所属部署完結型から客観的な立場で回答を行う「人事部問い合わせ窓口」を
新設し、評価結果および制度内容両面において、人事部が集約を図ります。

・プロフェッショナル職の加点行動評価の見直し
各部門の特性に応じて、社員がより加点行動に取り組めるよう、評価基準を一部見直します。

・評価期間の見直し
半期の成果が未達であっても、次の半期で挽回するチャンスをつくり、社員の成功に対するモチベーションを
向上させるため、評価期間を上期、下期それぞれで評価します。賞与への反映については年２回に分割し、
定期昇給については上期＋下期での総合評価により決定する仕組みに見直します。

・業績評価×個人評価のフレーム刷新（課長以上）
従来の「成果に特化した評価」から、「会社業績」×「個人業績」×「行動（プロセス）」の３軸で評価を決定
します。例えば、鉄道などの安定した既存事業では、「会社業績」と「個人業績」のウエイトを高く設定し、
立ち上げ直後の不安定な新規事業においては、「行動（プロセス）」のウエイトを高くするなど、事業の特性に
合わせた仕組みとすることで、社員の挑戦心やモチベーションの向上を図ります。

・評価のキャリブレーション機能の刷新、フィードバックの強化
評価者間の甘辛を是正し、より客観性・透明性が図られるよう、ＡＩなどによる客観的モニタリング（評価コメント
の解析によるバイアス検知、目標達成度と評価点の乖離照合、評価者の評価傾向の解析と対策など）を
導入することで、評価調整会議の場をデータでサポートする体制を検討します。
また、評価の最大目的である人材育成につなげるため、評価者を対象に「フィードバックスキル研修」を実施。
評価者ごとの「評価癖のフィードバックレポート」を用いた実践学習（Action Learning）をメインとし、研修後も
評価者の効果検証を継続して実施します。

・目標設定方法の見直し（係長以下）
目標管理制度における、係長、係員の目標設定については、従来の「本人立案・上司承認」の形式から、
「課長が事業計画、組織目標に基づき、部下の主要ミッションを直接指定する」形式に見直します。
これにより、課長は目標達成に直結するミッション、部下の成長につながるミッションを部下へ割り当てる責任を負う
ことで、部下の成長を最大限に引き出す目標設定につなげます。

評価・昇格制度
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人的資本メトリクス
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人的資本メトリクス その他指標

年齢層別社員数

フルタイム・パートタイム別社員数

※年間平均の社員数にて算出しているため、端数の関係上、他の指標と合計数が異なる場合があります。

派遣労働者・独立事業主

内部異動率/ 内部登用率/ 内部継承率/ 空席ポスト

※内部異動率＝ジョブローテーションなどに伴う人事異動÷総従業員数×100%
※事業拡大・中期経営計画の達成に向けた社内異動の促進などから、30% 以上

を目安としています。

※役員には取締役のほか、監査役および社外監査役を含みます。

管理職一人当たりの直属部下数

※一般的に適正と言われる5～ 8人を部長級のKPIとして設定し、当社の現況も踏

まえながら、執行役員・理事は4～6人、課長級は2～4人をKPIとして設定。

男女別役員数および社外取締役数

27人

42人

47人

532人

577人

655人

249人

245人

266人

1,116人

1,015人

816人

2,391人

2,385人

2,303人

786人

794人

987人

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2022

2023

2024

18歳－19歳 20歳－29歳 30歳－39歳 40歳－49歳 50歳－59歳 60歳以上

2022 2023 2024

男性 13人 11人 12人

女性 0人 1人 1人

社外取締役（内数） 2人 2人 2人

2022 2023 2024

派遣労働者
（事務スタッフ）

39人 58人 65人

派遣労働者
（駅スタッフ）

109人 178人 205人

独立事業主 0人 0人 0人

2022 2023 2024

フルタイム
人数 5,078人 5,032人 5,008人

割合 99.5% 99.5% 98.7%

パートタイム
人数 25人 25人 66人

割合 0.5% 0.5% 1.3%

フルタイム当量 4,897FTE 4,912FTE 5,045FTE

2022 2023 2024

重要ポストの割合 9.2% 11.9% 11.2%

内部登用率 96.8% 97.3% 78.5%

重要ポストの
内部登用率

98.3% 82.3% 86.0%

全空席中の
重要ポストの空席率

2.6% 3.1% 3.1%

内部継承率 100% 98% 98%

重要ポストが
埋まるまでの期間

40.0日 47.9日 34.5日

2022 2023 2024

執行役員・理事 5.0人 3.3人 3.4人

部長級 5.2人 4.2人 4.3人

課長級 2.0人 2.3人 2.1人

2022 2023 2024

内部異動率 33.2% 34.6% 28.0%

フルタイム当量（FTE）＝総従業員の1週間当たりの実労働時間÷
フルタイム従業員の所定労働時間

※フルタイム当量（FTE）とは、総労働時間をフルタイム社員の単位
(1日８時間勤務）に換算することです。
例えば、売上を単純に人数で割るのではなく、FTEで割ることで、1人分のフルタイム
労働力がどれだけの利益を生んでいるかという真の生産性を判断するための指標
となります。
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人的資本メトリクス

採用人数・採用予定数に対する充足率

※当該年度に入社した採用者を計上しています。

採用社員の質

※新卒採用は1点または2点の2段階評価

（主に試用期間中の勤怠に関する評価）

※経験者採用は1点～3点の3段階評価（採用時の等級に応じた能力に関する評価）

※試用期間中のコンプライアンスやビジネスマナー、基礎的なビジネス能力などを測定

募集ポスト当たりの書類選考通過人数

2022 2023 2024

●総合職（新卒採用）

2021 2022 2023

●プロ職（新卒採用）

●経験者採用（総合職など）

●経験者採用（オンデマンドバス関係社員）

2022 2023 2024

募集人数【A】 25人 15人 27人

応募者数 684人 539人 438人

書類選考通過人数【B】
208人

(30.4%)
133人

(24.7%)
189人

（43.2％）

募集人数あたりの
書類選考通過者数【B÷A】

8.3人 8.9人 7.0人

総採用人数 25人 15人 26人

2022 2023 2024

募集人数【A】 70人 92人 161人

応募者数 678人 3,604人 3,753人

書類選考通過人数【B】
183人

(27.0%)
583人

(16.2%)
442人

（11.8％）

募集人数あたりの
書類選考通過者数【B÷A】

2.6人 6.3人 2.7人

総採用人数 39人 48人 104人

2022 2023 2024

募集人数【A】 53人 70人 81人

応募者数 483人 415人 279人

書類選考通過人数【B】
223人

(46.2%)
272人

(65.5%)
250人

（89.6％）

募集人数あたりの
書類選考通過者数【B÷A】

4.2人 3.9人 3.1人

総採用人数 57人 70人 78人

2022 2023 2024

募集人数【A】 ー人 21人 105人

応募者数 ー人 90人 354人

書類選考通過人数【B】 ー人
52人

(57.8%)
254人

（71.8％）

募集人数あたりの
書類選考通過者数【B÷A】

ー人 2.5人 2.4人

総採用人数 ー人 17人 135人

※新卒採用の募集したポストは以下のとおり。
総合職の2ポスト（事務系・技術系）
プロフェッショナル職の6ポスト（運輸系（高校、専門学校、一般公募）・技術系（高校、専門学校、一般公募））を計上。

新卒採用 新入社員

2022 -

2023 1.98

2024 1.91

経験者採用 部長以上 課長 係長 係員

2022 - - - -

2023 2.91 2.69 2.8 2.66

2024 2.08 2.82 2.63 2.81

その他指標

2022 2023 2024 計 2025（KPI）

採用人数

新卒【A】 82人 85人 104人 271人 -

経験者（正社員）（内数､ オンデマンドバス関係正社員）【B】 39人
65人
(17人)

239人
(135人)

343人
（152人）

-

経験者採用比率（＝【B】 / （【A】＋【B】）） 28% 41% 69% 56％ -

採用人数 合計【A＋B】 121人
150人
（17人）

343人
（135人）

614人
（152人）

-

採用予定数
に対する充足率

新卒 105% 100% 104% - 100%

経験者（オンデマンドバス関係社員除く） 56% 52% 65％ - 100%
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人的資本メトリクス その他指標

採用コスト・採用までにかかる平均日数

単位：百万円 単位：百万円

※今後、専門人材の採用拡大なども見据え、費用対効果を見極めながら、

競争力を確保できるよう採用への投資を行っていきます。

研修の受講率

●階層別研修 ●テーマ別研修

※安全研修は全社員を対象にしており、複数年度にまたがって開催しています。

※ 1年間に一つ以上の研修を受講した割合です。

※課長級以上の社員を対象に新任管理職研修、マネジメント研修などの参加者を集計

FA制度・社内公募実施状況

リーダーシップ開発

対象 研修内容

受講率

2024
2025
（KPI）

部長 経営幹部研修 100% 100%

課長
新任管理職研修 100% 100%

課長マネジメント研修 93% 100%

係長 新任管理職研修 100% 100%

係員 2・3・4・5年目研修 99% 100%

新入社員
新入社員研修 100% 100%

フォローアップ研修 100% 100%

経験者採用者
入社時ガイダンス 100% 100%

鉄道事業理解研修 100% 100%

研修内容

受講率

2022 2023 2024
2025
（KPI）

ラインケア研修 98.8% 100% 93.5% 100%

安全研修※ 96.6% 97.2% 97.3% 100％

コンプライアンス研修 98.9% 97.4% 95.8% 100%

情報セキュリティ研修 98.7% 98.6% 98.6% 100%

ハラスメント防止研修 97.5% 99.8% 99.2% 100%

労働時間管理研修 98.8% 97.1% 90.2% 100%

仕事と育児の両立支援研修 96.4% 99.7% 86.9% 100％

2022 2023 2024
2025
（KPI）

全体受講率 100% 100% 100% 100%

2022 2023 2024

リーダーシップ開発に係る
研修の対象者数

272人 220人 317人

リーダーシップ開発に係る
研修の参加者数

256人 213人 293人

リーダーシップ開発に係る
研修の参加割合

94.1% 96.8% 92.4%

新卒採用 2022 2023 2024

採用コスト 38.35 23.8 29.15

1人当たり
採用コスト

0.47 0.27 0.28

採用までにかかる
平均日数

52.4日 43.8日 56.1日

経験者採用 2022 2023 2024

採用コスト 89.75 127.97 154.9

総合職など 89.75 124.07 139.88

オンデマンドバス関係社員 - 3.9 15.02

1人当たり採用コスト 2.3 2.81 1.46

総合職など 2.3 2.58 1.35

オンデマンドバス関係社員 - 0.23 0.11

採用までにかかる平均日数 45.38日 43.57日 42.59日

総合職など 45.4日 45.2日 55.9日

オンデマンドバス関係社員 - 39.1日 22.7日

2022 2023 2024
2025
（KPI）

FA 制度
応募 0人 2人 5人 -

異動 0人 2人 3人 -

社内公募
応募 12人 4人 9人 -

異動 8人 3人 7人 -

合計
応募 12人 6人 14人 30人

異動 8人 5人 10人 -

●全体

※応募者が少数であると考えられる要因として、上司と部下のコミュニケーション不足

などにより、安心して能力を発揮できる職場環境の構築が途上であるため、社員の

自発的な挑戦（応募）を阻んでいる可能性があります。
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人的資本メトリクス その他指標

労働生産性 人的資本RoI

単位：百万円

※フルタイム当量（FTE）に換算した時の社員数で算出
※EBIT：利払前・税引前利益（借入れによるコストなどの影響を除いた利益
※利益：本指標では、【利益＝営業利益ー支払利息ー法人税など】

※人的資本RoI はどれほど効率的に人的資本への投資がされているかを測る指標

です。値が高いほど人材に対する投資の費用対効果が高いことを示し、業種によっ

ても異なりますが一般的に20～30%の企業が多いと言われます。

※人的資本RoI ＝営業利益÷人的資本コスト×100％

※人的資本コスト＝支払給与総額＋法定福利費・福利厚生費＋

従業員に直接支払われたその他支出（報償費など）

※付帯人件費は除く

総労働力コスト・外部労働力コスト/ 特定職の報酬割合

単位：百万円 単位：百万円

※男性の育児休業取得率について

当社独自の制度である「育児参加休暇（１か月有給）」を含んでいません。育児参加休暇を含んだ取得率についは、最下段の数値となります。

育児休業など取得率

2022 2023 2024

総労働力コスト 52,761 55,268 55,495

内部労働力コスト 42,441 42,855 41,683

外部労働力コスト 10,320 12,413 13,812

総雇用コスト 42,492 42,835 41,852

人材育成費 51 40 74

2022 2023 2024

全従業員の総給与額 35,092 35,340 34,441

特定職の総給与額 170 163 167

総給与に対する
特定職の報酬割合

0.48% 0.46% 0.48%

2022 2023 2024

1人あたり売上 28.91 33.13 33.11

1人あたりEBIT 3.78 7.34 7.8

1人あたり利益 2.27 4.73 5.76

2022 2023 2024

人的資本RoI 42% 82% 101%

2022 2023 2024 2025（KPI）

育児休業取得率
正社員（男性） 19% 29% 15% -

正社員（女性） 100% 100% 100% -

育児休業・育児参加休暇取得率 正社員（男性） 78% 81% 56% 100%

※前年度に出産し、翌年度に育児休業などを取得した場合、取得した年度の取得率が100%を上回ることがあります。

・総労働力コスト＝支払給与総額＋諸手当総額＋その他の支出＋外部労働力コスト

・外部労働力コスト＝派遣労働者に対する支出+エージェントに対する支出

＋コントラクターに対する支出+コンサルタントに対する支出

＋他社が雇用している副業者に対する支出+その他支出

・総雇用コスト＝支払給与総額＋諸手当総額＋その他支出総額

＋雇用に伴うその他費用＋人材育成費

・人材育成費＝自己啓発支援金および組織が負担した能力開発・研修費用の総計

※総労働コスト：付加価値を生むために、労働力としていくら投資したかを表します。
（派遣社員、コンサル費用などを含む）

※総雇用コスト：社員1人雇うのにいくらかかるのかを表します。（派遣社員、コンサル費用などを除く）
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人的資本メトリクス その他指標

欠勤率 労働災害の発生状況

従業員の定着率・離職率および離職の理由

※定年退職など ＝ 60歳での定年退職、パート・有期社員の内、65歳での

期間満了

＝入社後3年以内に離職した当該年度新卒入社の社員

数÷当該年度新卒入社の社員数

※新卒離職率

※痛手となった

自発的離職率

※経験者離職率

＝部長以上の自己都合退職を計上しています。

＝入社後3年以内に離職した当該年度経験者採用の社

員数÷当該年度経験者採用の社員数

※離職に伴うコスト＝（1人当たり採用費＋ 1人当たり教育費）×自発

的離職者数＋離職者の業務を補う残業代など＋（1人

当たり平均日額売上－従業員1人、1日当たり給与・諸

手当（ベネフィット））×離職に伴ってロスした営業日数

※ 2022年度のその他には役員退任の他、特例子会社の大阪メトロビジネスア

ソシエイト株式会社を設立した際、当社から転籍した社員25名を含みます。

※短期雇用には飲食店事業アルバイトの離職の人数を算出しています。

※欠勤率＝総欠勤日数÷総勤務日数× 100％

※欠勤日数には、病気休職、労災などによる休業の日数など

を含んでいます。

2022 2023 2024

欠勤率 0.93% 1.13% 1.14%

2022 2023 2024

1年間の労災件数 31件 25件 38件

失われた合計時間 7,672時間 3,792時間 4,528時間

100万労働時間当たりの
ケガ、事故、病気により失われた時間

752.6時間 371時間 431.2時間

100万時間当たりの労災発生率 3.04% 2.45% 3.62%

労災による死亡者数 0人 0人 0人

死亡率 0% 0% 0%

2022 2023 2024

総離職者数 408人 202人 224人

期間中の平均社員数 5,107人 5,057人 5,056人

定着率 92.00% 95.98% 95.59%

離職率
（定年退職など含む）

8.00% 4.02% 4.41%

離職率
（定年退職など除く）

1.94% 2.70％ 3.31％

自発的離職率
（自己都合退職）

1.76% 2.54% 2.17%

新卒離職率
（3年目以内）

8.9% 6.1% 2.4%

経験者離職率
（3年目以内）

17.9% 12.7% 3.1%

痛手となった
自発的離職率

0.04% 0.08% 0.08%

離職に伴うコスト
（百万円）

676.2 988.4 1228.5

2022 2023 2024

総離職者数 408人 202人 270人

仕事 37人 35人 58人

家庭 20人 16人 23人

待遇 2人 1人 4人

風土 6人 7人 4人

健康 22人 29人 40人

解雇 2人 0人 1人

定年 240人 19人 29人

契約満了 53人 62人 68人

短期雇用 0人 28人 41人

その他 26人 5人 2人
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人的資本メトリクス その他指標

懲戒処分件数 懲戒処分の種類別件数

※【A】＝【B】+【C】

※当年度の【C】＝前年度の【A】-【D】

外部監査で指摘された事項の数、種類および発生源と、それらへの対応

第三者に解決を委ねられた紛争の種類と件数

2022 2023 2024
2025
（KPI）

懲戒処分件数 ０件 14件 20件 0件

2022 2023 2024

懲戒解雇 0件 0件 0件

諭旨解雇 0件 0件 0件

停職 0件 4件 10件

減給 0件 3件 1件

けん責 0件 3件 8件

降格 0件 4件 1件

2022 2023 2024

指摘事項の総数【A】 1件 0件 0件

当年度の新規指摘事項数【B】 0件 0件 0件

前年度以前から未解決として持ち越した指摘事項数【C】 1件 0件 0件

当年度解決できた指摘事項数【D】 1件 0件 0件

2022 2023 2024

あっせん（労働局 / 労働委員会）による解決 0件 0件 0件

労働基準監督署など行政への申告請求による解決 0件 0件 0件

裁判外紛争解決手続き（ADR） 0件 0件 0件

労働審判 0件 1件 1件

訴訟 0件 0件 1件

※2024年度懲戒処分の主な内容
停職10件、減給 1件：不適切な契約処理および超過勤務手当の不正支給など
けん責8件：上記不適切な契約処理および不正支給に伴う管理監督責任

※2024年度の案件について

労働審判１件：根拠のない健康状態を理由として出社命令に応じない社員に対する会社からの申立

訴訟１件 ：2023年度の労働審判（退職金および定年退職後の再雇用条件にかかる事案）の訴訟への移行
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※2024年度懲戒処分の主な内容
停職10件、減給 1件：不適切な契約処理および超過勤務
手当の不正支給など
けん責8件：上記不適切な契約処理および不正支給に伴う
管理監督責任
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